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※本ニュースレターは、英文ニュースレターの翻訳版です。 

日本語訳と原文（英文）に差異が生じた場合には、原文が優先されます。 

Equitable Education Fund への寄附に対する税制上の優遇措置 

2024 年 3 月 19 日付勅令第 782 号は、2024 年 1 月 1 日から 2028 年 12

月 31 日までの期間、公正教育基金（Equitable Education Fund 以下

「EEF」)への寄附について、個人、企業、法人格を有するパートナー

シップに対して所得税、付加価値税、特定事業税、及び印紙税の免除

を定めています。歳入局長官の局長は、インセンティブを享受するた

めの詳細な規則と条件を明記した通知を発行します。 

この勅令の主な特徴は以下のとおりです。 

e-Donation システムによる寄附 

個人の納税者は、EEF に実際に拠出された現金の額の 200％に相当する

個人所得控除を受ける権利があります（つまり、「二重控除」）。た

だし、タイ歳入法典（Thai Revenue Code 以下「TRC」）に基づいて

他の勅令に基づいて付与された個人所得税計算上の二重控除と組み合

わせた時の控除可能な寄附の合計は、TRC のセクション 47(1)から

47(6)に記載された各種控除額を差し引いた後の課税所得の 10％を超え

ることはできません。  

法人及び法人格を有するパートナーシップは、EEF に実際に拠出され

た金額（現金又は資産）の 200％を差引くことができます。ただし、

TRC に基づいて発行された他の勅令に基づいて付与された二重控除と
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組み合わせる時の控除可能な寄附の合計は、TRC のセクション 65 

ter(3)(b)に基づく公共の慈善団体支援のための寄附、又は公共の利

益、教育及びスポーツ支援のための寄附を控除する前の事業体純利益

の 10％を超えることはできません。 

e-Donation 以外のチャネルを通じた寄附  

個人所得税、法人所得税、付加価値税、特定事業税、印紙税の免除

は、EEF への拠出に関連する資産の譲渡、物品の販売、又は金融商品

の執行から得られる所得に関して、個人、企業、及び法人格を有する

パートナーシップに与えられます。免税の対象となる資産又は物品の

費用は、該当する場合、個人所得税又は法人所得税の計算で所得控除

として差し引くことはできません。 

特別会計報告書の提出期限の延長について 

2024 年 3 月 1 日、財務省は、歳入局のインターネット提出プラットフ

ォームを通じて、電子プラットフォームを有するサービスプロバイダ

ーによる特別会計報告書（当該プラットフォーム上での販売者及びサ

ービスプロバイダーから受け取った収益に関する情報を開示する報告

書）の提出期限を当初の期日からさらに 8日間延長する通知（第 8号）

を発行しました。延長された期日は関連する会計期間の終了から158日

ですが、従前の期日は関連する会計期間の終了から 150 日です。上述

の延長は、当初の期日が 2024 年 2 月 1 日から 2027 年 1 月 31 日までの

特別会計報告書の提出に適用されます。 

改正民商法典に基づく株式会社と存続会社との合併について発行され

た Private letter of ruling (PLR) 

歳入局は 2024 年 2 月 21 日、民商法典第 1238 条(2)に基づく株式会社

の合併により、存続会社が法人の地位を保持し、被合併会社の法人の

地位が法律の力によって消滅したことを確認する Private letter of 

ruling（以下「PLR」）を発行しました（すなわち、被合併会社の法人

登記は存在しなくなりました）。TRC のセクション 73 の株式会社の合

併に関する規定には該当しませんでした 。しかし、この取引は、TRC

のセクション 74(1)(c)に基づく全部事業譲渡（Entire Business 

Transfer 以下「EBT」）と見なされ、消滅する会社が譲渡人と見なさ

れ、存続会社が譲受人と見なされました。PLR は、以下に要約するよ

うに、EBT の税務上の取扱いについても定めました。 

 

法人税 

歳入法典第 74 条(1)(c)に基づく株式会社間の事業譲渡の場合、法人税

の純利益又は純損失を計算する場合、資産の評価は解散登記日の市場

価格とみなされ、74(1)(b)の規定も適用されます（必要な修正を含

む）。第 74 条(1)(b)に基づき、解散日における資産の市場価値は、法

人税目的での譲渡人の課税所得又は費用に該当しません。譲受人は、



事業の譲渡日に譲渡人の帳簿と同じ価値で資産を記録する必要があ

り、この価格は資産の最終的な処分で発生する利益又は損失を計算す

るために使用されます。 

譲渡人の株主である会社又は法人格を有するパートナーシップは、EBT

から受け取った利益について勅令第10号のセクション5 septemdecimに

従って、譲渡が行われる資本金（譲渡前の利益剰余金及び法定準備金

の形で利益から確保された金額を除く）を超える金額で譲受会社の株

式と交換することにより、譲受人の株主がEBTから受け取った利益につ

いて免税を受ける資格があります。ただし、EBTと同じ会計期間内でな

ければなりません。加えて、EBTは、公開会社又は未公開会社間の新設

合併又は全部事業譲渡に関する免税の規則、手続、及び条件に関する

歳入局長告示に従って行われることを条件に、免税を享受できます。 

 

付加価値税（VAT） 

譲渡人の事業運営に利用される商品在庫及びその他の資産で、解散日

に未着のものは、譲受人が歳入法典第 82 条の 3 に基づいて VAT 登録さ

れている場合、歳入法典第 77 条の 1(8)(f)に基づく「販売」として扱わ

れません。  

特定事業税 

譲渡人の事業運営に利用される不動産の売却からの利益は、その EBT

が株式会社間で行われ、かつ、勅令第 10 号のセクション 5 sedecim に

基づいて行われる場合に、特定事業税が免除されます。 

印紙税 

譲渡人が解散登記され、かつ、清算手続が EBT が行われる会計期間に

開始される場合、勅令第 10 号のセクション 6(31)に基づき、EBT に関

して印紙税を支払う必要はありません。 
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